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中村 周子第２回　今ある空き家をなんとかしたい

連載

空き家問題には、個人ではなく集落として取り組む

集落将来ビジョン改め、「集落活性化計画」

なぜ集落から、空き家所有者に連絡をする必要があるのか

　「集落活性化計画」の元になっているのは、令和3年の住民懇談会の時に説明があった集落将来
ビジョンです。「ビジョン」という言葉は ＜将来像＞ とか ＜見通し＞ という意味があるのですが、
このプランをこれから進めていくにあたり、もっと直感的にわかりやすい言葉の方がいいのでは？
と考えて「集落活性化計画」という名称に変えることにしました。
　集落活性化計画は、安全で幸福な暮らしを末長く続けるために、そこに住んでいる人たちが
「これからこうしていこう」という計画を立てるというものです。内容に決まりはありません。集落
の皆さんが実現したいことを盛り込んでいく計画です。

　集落活性化計画の内容は、集落の考えで自由に組み立てて良いのですが、空き家対策についても
検討していただきたいと思っています。集落で困っていることを伺うと「空き家に獣が住んで困っ
ている」とか「あの空き家はしばらく誰も来ていないようだ、もったいない」とか、そういう話を
よく聞きます。気にしている人は気にしているのだと思います。空き家の問題は、個人で取り組む
のは難しい事柄です。ですから地域の課題として、空き家の所属している集落から働きかけるのは
どうかと考えています。
　モデルケースとして先に計画をスタートさせている上蔵地区の取り組みをご紹介します。上蔵地
区では空き家の所有者さんにアンケートを送付しました。アンケートの内容は「現在、上蔵にある
家を利用していますか？」「空き家のことで困っていることはありますか？」「役場からもご案内を
させてもらいたいので、連絡先を役場に教えてもいいですか？」といったものです。付き合いのあっ
たご近所さんや、知り合いがいる自治会からお手紙とアンケートを送りました。

　自治会から手紙を送る…というところで、おや？と思った方もいるかもしれません。空き家の所
有者さんへは、毎年春に役場から固定資産税の通知が送られています。役場はそれぞれの所有者さ
んの住所を知っているのだから、役場から連絡をすればいいのでは？と思うかもしれません。実は
個人情報保護の観点から、役場が税務のために持っている情報を他の用途に使ってはいけないとい
うルールがあるのでした。そういうわけで、地域の皆さんから「役場へ連絡先を伝えてもいいです
か？」と聞く必要があったのです。
　それに、かつて付き合いのあった実家のご近所さんや自治会から「空き家をこれから利用します
か？」と聞かれるのと、役場から「空き家をなんとかしませんか？」というお知らせが来るのと、
どうでしょう、想像してみると役場からのお知らせでは気持ちがちょっとこわばる感じがします。
大鹿にある空き家をどうにかしないとなぁと思っている方に働きかけるなら、役場からよりも、ご
近所さんからの方が良いのではないかと思います。そういう理由もあって、上蔵地区ではこのよう
な取り組みから始めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第3回へ続く）

全国的に、空き家を放置できないような仕組みになりつつあります

次の世代になる前に、今、できること

　第４回は空き家に関する法的なルールが変更になったお話をしたいと思います。全国でも空き家は年々
増えており、ここ20年の間に利用されていない空き家の数は約2倍になっているそうです。全国的に問題
になっているので、法的なルールも徐々に整備されてきています。

　今住んでいる家を将来空き家にしないためには、家に人が住まなくなったり、住んでいる人が亡くなっ
たりしたとき、相続登記を期限内に行い、誰かがきちんと家や財産を管理することです。
　まずは家族・親族で話し合いをしておくことが大事です。相続について、登記について、権利証や通帳・
金庫の鍵や印鑑などを家族にわかるようにしておくこと、家財道具の処分方法や費用について、仏壇をど
うするかなども話し合っておくと安心です。
　その他、遺言書やエンディング・ノートを書いておくのも良さそうです。遺言書は手書きで自分で作成す
ることができます。書き方に条件があるので、正しい書き方を調べることが重要です。また、エンディング・
ノートの書き方もインターネットを調べると出てきます。
　相続や遺言書について、専門的な助言が欲しい場合は司法書士に相談します。

　特定空き家に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなどのデメリッ
トがあります。また、全国的にあまり例はありませんが、行政で特定空き家を取壊す行政代執行や略式代
執行という措置が行われることもあります。

　　① そのまま放置すると倒壊もしくは保安上の危険がある
　　② 著しく衛生上有害となる恐れがある
　　③ 適切に管理されていないため、著しく景観を損ねている

　まず１つ目の変更点は「相続登記」のルールが変更になったことです。令和6年4月1日から、相続登
記の申請が「義務」となりました。これは相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければな
らないというものです。正当な理由なく違反した場合には過料もあります。相続は代を経るごとに人数が
増え、また相続人の中に認知症の方がいたり、行方がわからない方がいたりすると複雑になり、登記に
時間がかかります。どのように対処するか早めに対策を取った方が良い事柄です。

　もう１つの変更点は「特定空き家について」です。これは2014年に始まった「空家等対策の推進に関
する特別措置法」（通称空家法）という法律により、以下のような空き家が「特定空き家」に指定されるこ
とになりました。

第４回　自分の家を将来空き家にしないためにできること


